
漁港機能高度化事業（H13～17）
福所江漁港

（農山漁村課）



漁港の概要

本県には玄海と有明海沿岸に４６の漁港がある。（玄海側２７漁港、有明
海側１９漁港）そのうち県管理漁港は５漁港で、福所江漁港は有明海側に
あり、佐賀市（旧久保田町）、小城市（旧芦刈町）の２市に跨ることから県で
管理を行っているところである。
事業実施の背景としては、その福所江漁港を拠点とする久保田町漁協と

芦刈漁協 （現在では両漁協とも佐賀県有明海漁協となっている。平成１９
年４月１日合併） からの要望を受け、事業に取り組んだところである。

位置図

福所江漁港



事業目的

ノリの陸揚げのための浮桟橋や漁船の修理等のため船揚場を整備すること
により、生産コストの削減・就労環境の改善を図るとともに老朽化著しい既存
施設の補修により、漁港機能の維持を図る。

事業効果

浮桟橋の整備

船揚場の整備

道路の補修

・就労環境（安全確保、軽労化）
の改善が図られた。
・漁船修理等に係る手間や経
費が削減できた。

・施設の長寿命化や安全・安
心が図られた。

・漁船の安全な操業ができた。泊地・航路
の整備
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浮桟橋の整備

この物揚場から１人降ろし、加
工施設へ配置していた。

浮桟橋へ接岸し、加工施設へ
はここで乗り降りでき、ノリの陸
揚げが楽に行えるようになった。

ノリの陸揚げが１人で可能となったことや、高齢者も潮位を気
にせず安全に作業が行えるので楽になった。

地元の声

整備前の船の流れ

整備後の船の流れ

整備後の人の流れ

整備前の人の流れ

整備前の状況

整備後の状況

整備後の状況
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船揚場の整備

これまでは漁船の修理
やペイント等の維持管
理を行うためには近隣
の港湾施設等を利用
し、陸揚げを行ってい
た。

現在では・・・

以前は、クレーンの
リース料節約のため、

他の漁船と一斉に陸
揚げをしていた。

今ではクレーンの
リース料や手間、そ
の他経費が削減され
た。

故障時でも近隣の
漁港まで他の船で
引っ張っていく必
要がなくなった。

漁船の修理等にかかる手間や経費が少なくなった。自分
たちの都合がいい日に陸揚げができて助かる。

地元の声



3 5 . 0 m

1
号

取
付

桟
橋

L
=
3
7
.
5
m

1 号 物揚 場 L = 3 6 7
. 1 m

2
号

取
付

桟
橋

L
=
2
3
.
6
m

3
号

取
付

桟
橋

施設平面図

道路補修



道路の補修

現在では・・・

補修したことにより施設の長寿命化や
安全・安心が図られた。

整備前は通るのに不安があったが、今は安心して通ること
ができる。

地元の声

これまで

基礎部が腐食し、道路（橋梁）破損の
恐れがあった。



事業実施の効果

浮桟橋整備による効果

陸揚げ時に要する作業員数

２人 １人

当時は陸上側１人、漁船に１人は必要だったが、
浮桟橋の整備により、漁船から直接上陸ができる
こととなったため、作業は１人でも可能となった。

高齢者にもやさしい
潮位差が大きいこの地区では、上流の物揚場から
の上陸は負担が伴うが、浮桟橋は潮位に合わせて
上下するので、上陸の負担が軽減する。

船揚場整備による効果

調整等にかかる時間の削減

0.5日 0日
漁船の修理等を行う場合、その漁船のえい航、及び
クレーンのリースなどの調整、また移動時間が削減
される。



参考資料

（単位：千円）

事業費 市町負担 事業費 市町負担 事業費 市町負担 事業費 市町負担 事業費 市町負担 事業費 市町負担
全体 100,000 15,000 16,000 2,400 50,000 7,500 100,000 15,000 68,500 10,275 334,500 50,175
佐賀市（久保田町） 34,000 5,100 5,000 750 50,000 7,500 100,000 15,000 60,120 9,018 249,120 37,368
小城市（芦刈町） 66,000 9,900 11,000 1,650 0 0 0 0 8,380 1,257 85,380 12,807
※漁協負担金は市町負担金額の５０％
※久保田町は平成１９年１０月1日に佐賀市と合併した。
※芦刈町は平成１７年３月１日に小城市（小城郡４町が合併）となった。

合計Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

福所江漁港整備にかかる事業費及び負担金について



参考資料

漁港の管理等について（役割）

佐賀中部農
林事務所

芦刈支所 久保田町支所

佐賀県有明海漁業協同組合

漁協の役割
・漁港施設の不良箇所発見
・係留漁船の総括
（県から受託）
・巡回による港内の無許可艇の監視
・照明施設の維持管理（管理協定締結）

県の役割
・漁港の管理
（占用料・使用料の徴収）

・漁港施設の新設
・漁港施設の維持管理

・無許可艇の監視等の
事務委託

要望
報告
意見

県



参考資料

組織構成

有明海漁協
久保田町支所

有明海漁協
芦刈支所

福所江漁港整備促進協議会

小城市佐賀市

本会は福所江漁港の整備促進等について協議し、もって佐賀市及び
小城市の水産業の発展を図ることを目的とする。

目的

協議事項

１．漁港の配置、施設及び利用
に関すること。

２．漁港の保全及び管理に関す
ること。

３．漁港に関する建議請願及び
意見の具申に関すること。

４．その他漁港整備促進のため
必要な事項に関すること。

福所江漁港整備促進協議会の役割


